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「わたしから神戸市への提案」事業に関する実施要綱 

 

制定：令和元年 12月 13日 市長広聴第 521号（市長室長決裁） 

改正：令和 4年 4月 1日 市長広第 1940号（市長室長決裁） 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，「わたしから神戸市への提案」事業（以下，「本事業」という。）によっ

て，市政に関する幅広い市民の声を把握し，市政への反映を図るため，その処理及び運用に関

して必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の定義は，それぞれ当該各号に定めるところ

による。 

（１）市民の声 本市に投稿された提案・提言，要望・意見，応対苦情，その他をいう。 

（２）提案・提言 全市的な課題や地域課題等に対する具体的な解決策，行政サービス向上に寄与

する具体的な考え・アイデアを提示するもの 

（３）要望・意見 現行の施策・行政サービス等のさらなる改善や実現を求めるもの 

（４）応対苦情 本市職員の応対について，投稿者が不都合だと思われた点を指摘，正そうとす 

るもの 

（５）その他 問い合わせ（施策・行政サービス等に関する疑問，質問，確認），市の制度や

職員応対等に関するお礼・お褒め，外部機関が所管する事項に関する投稿など 

（６）受付課 市長室広報戦略部 

（７）所管課 市民の声の内容の施策，業務等を直接所管する課及び課に相当する室，セン

ター等をいう。 

（８）関係課 市民の声の内容の施策，業務等を直接所管するものではないが，関わりがあ 

る課及び課に相当する室，センター等をいう。 

（９）投稿者 市民の声を投稿した個人または法人その他の団体をいう。 

（10）投稿文等 第３条の各号に掲げる手段により投稿者から寄せられた文書 

（11）外部機関 本市以外の機関（本市の外郭団体，本市に関係する地方独立行政法人，国，

都道府県，警察その他の行政機関及び電気・ガスその他の公益事業を行う法

人等）をいう。 

 

（市民の声の提出方法） 

第３条 本事業で取り扱う市民の声は，次の各号に掲げる手段により，投稿者から提出されたも

のとする。 

（１）本市調製の投稿封筒・投稿用紙（以下，「専用投稿用紙」という。）を用いたもの 

（２）本市ホームページ上に設けられた専用フォームを使用して，本市あてに送信されたもの 

２ 前項各号に規定するもののほか，一般封書，葉書，ファクシミリ，電子メール等により本市

あてに提出されたものも本事業で取り扱うことができる。 

 

（専用投稿用紙の配置） 

第４条 専用投稿用紙は市役所，区役所等に配置する。 

 

（受付対象外事項） 

第５条 第３条の規定にかかわらず，次の各号のいずれかに該当する場合は，本事業として受け

付けないものとする。 

（１）本市職員またはその関係者からの当該職員に係る職務，人事等に関するもの。ただし，本市

との雇用関係に基づくものを除き，職員の私人における権利義務に関するものは，この限りで
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ない。 

（２）差別的内容を含むもの 

（３）個人または団体等に対する誹謗中傷及び公序良俗に反した内容などが明白で，本事業の目的

に著しく反するもの 

（４）投稿の趣旨が意味不明なもの 

（５）企業の営業活動，売り込み活動に関するもの 

（６）国際情勢や社会情勢など，本市と直接関わりのないもの 

（７）その他，本事業として取り扱うことが適当でないもの 

 

（受付） 

第６条 受付課は，投稿者から第３条に規定する方法により市民の声の提出を受けたときは，すみ

やかに記載内容を確認の上，受け付けるものとし，処理方法を決定する。 

 

（処理方法） 

第７条 受付課は，投稿者の申出内容から，市民の声を「提案・提言」「要望・意見」「応対苦情」

「その他」に分類し，次の各号に掲げる方法により処理するものとする。 

（１）提案・提言 受付課から所管課・関係課に対して，処理カードとともに投稿

文等を送付し,所管課において，処理する。 

（２）上記以外のもの 受付課が所管課・関係課に対して，処理カードとともに投稿 

文等を送付し，所管課において，回答・対応の要否を判断の上，

処理する。 

 

（回答・対応の基準） 

第８条 次の各号に掲げる市民の声に対しては，所管課は回答・対応しないことができるものとす

る。 

（１）投稿者が回答不要の意思表示をした場合 

（２）投稿者の住所，氏名及び電話番号が明確に記載されていない場合（専用フォームを使用した

ものは住所，氏名に加え，電子メールアドレスが明確に記載されていない場合） 

（３）投稿者と本市が，申出内容について争訟中であるもの 

（４）所感，雑感，お礼など具体的な要望が不明確なもの 

（５）同一投稿者から同一内容の申出内容が複数回寄せられ，今後，回答しない旨の通告をしたに

もかかわらず，再度提出があったもの 

（６）投稿者の住所，氏名が虚偽のものと判断されるもの 

（７）その他，参考送付することが適当であると広聴担当課長が認めたもの 

２ 市民の声への回答は，原則として投稿文等を単位として行うこととする。ただし，同一投稿者

から同趣旨の市民の声が同時期に複数寄せられた場合は，まとめて回答することができる。 

３ 専用投稿用紙，専用フォーム，一般封書，葉書，ファクシミリ，電子メール等により，同文

または同趣旨の市民の声が多数提出され，または提出されると予想される場合において，次の

各号に掲げる対応をしたときは，投稿者全員に回答したものとみなすことができる。 

（１）当該市民の声に対する考え方等を本市ホームページなどに掲載することにより広く市民に

周知したとき 

（２）当該市民の声の代表者または主宰者に回答したとき 

４ 前３項により回答しない場合は，所管課は当該市民の声を決裁しなければならない。 

 

（回答・対応の期限） 

第９条 所管課は，受付課から市民の声を受領した日の翌日から起算して10開庁日以内に投稿者へ

の回答・対応を行わなければならない。なお，やむを得ない事情により投稿者への回答・対応が
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著しく遅れる場合は，所管課から投稿者にその旨を連絡するものとする。 

 

（回答手段） 

第10条 市民の声に対する回答は，原則として，投稿者の提出方法と同様の手段を用いるものとす

る。ただし，緊急に回答・対応する必要がある場合及び電話または面談等で直接対応を図る必要

がある場合，この限りでない。 

２ 前項の規定にかかわらず，誤送信防止のためファクシミリを用いた回答は行ってはならない。

ただし，特段の事情がある場合は，この限りでない。 

 

（回答名義） 

第11条 回答文等の回答名義は，投稿文等のあて先いかんにかかわらず，原則として所管課長名と

する。ただし，上位の者の名義で回答することを妨げない。 

２ 前項ただし書きの場合において，所管課が市長または副市長の名義を用いようとする場合は，

受付課と協議しなければならない。 

 

（決裁区分等） 

第12条 決裁区分は，以下のとおりとする。  

    

決裁区分

特に重要なもの 局室区長

上記以外 所管課長

特に重要なもの 局室区長

上記以外 所管課長

局室区長

所管課長

分類

提案・提言

要望・意見

応対苦情

その他
 

 

（回答の作成及び発送の担当課） 

第13条 投稿者への回答の作成・対応は，所管課が行う。 

２ 所管課・関係課が同一局室区内に複数ある場合は，受付課が指定する主たる所管課が回答文

をとりまとめて作成し，投稿者に回答文を返送する。 

３ 所管課・関係課が複数の局室区にある場合は，受付課が指定する主たる所管課が回答文をと

りまとめて作成し，投稿者に回答文を返送する。 

 

（外部機関への送付または回答依頼及び個人情報の提供） 

第14条 市民の声が，本市所管外の内容であった場合，受付課または所管課から，所管する当該

外部機関に参考送付または回答の依頼を行うことができる。 

２ 受付課または所管課は，外部機関に市民の声を参考送付する場合は，投稿者の個人情報を提

供してはならない。外部機関に回答の依頼を行う場合は，投稿者の同意を得た後でなければ，

投稿者の個人情報を提供してはならない。 

 

（個人情報の取扱い） 

第15条 本事業の処理事務に従事する者は，収集した個人情報に関して，神戸市個人情報保護条

例に基づき，厳重かつ適正に管理しなければならない。 

 

（市長・副市長への報告） 

第16条 本事業で受け付けた市民の声の内容は，受付課から市長・副市長に報告する。 



 

 - 4 - 

（市民の声の公表） 

第17条 本事業で受け付けた市民の声及び回答は，個人情報等に配慮した上で，本市ホームペー

ジ等で公表することがある。 

 

（その他） 

第18条 この要綱の実施に関し必要な事項は，市長室長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は，令和２年１月１日から施行する。 

この要綱は，令和４年４月１日に改正する。 


